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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年６月26日に提出いたしました第143期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）有価証券報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

　

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第３　設備の状況

　２　主要な設備の状況

　（3）　在外子会社

　３　設備の新設、除却等の計画

　

第４　提出会社の状況　

　６　コーポレート・ガバナンスの状況等

　（1）　コーポレート・ガバナンスの状況

　

第７　提出会社の参考情報　

　２　その他の参考情報

　

 

３【訂正箇所】
　訂正及び追加箇所は＿線で示しております。　

　

第一部【企業情報】

第３【設備の状況】

２【主要な設備の状況】

　(3）在外子会社

(訂正前)　

 平成21年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

工具、器
具及び備
品

土地
(面積千㎡)

合計

<省略>
　

　
　

　

　
　 　 　

　

　
　 　

NGK唐山電瓷有限公司

本社工場

(中華人民共和

 国河北省唐山

 市)

電力関連

事業

送電用がいし

製造設備、

ブッシング製

造設備

520 1,043 58
－

(－)
1,623 666

NGK(蘇州)電瓷有限公

司

本社工場

(中華人民共和

 国江蘇省蘇州

 市)

電力関連

事業

変電用がいし

製造設備
1,5361,610 203

－

(－)
3,350 405

<省略>
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　(訂正後)　

 平成21年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

工具、器
具及び備
品

土地
(面積千㎡)

合計

<省略>
　
　

　
　
　

　 　 　
　
　

　 　

NGK唐山電瓷有限公司

本社工場

(中華人民共和

 国河北省唐山

 市)

電力関連

事業

送電用がいし

製造設備
520 1,043 58

－

(－)
1,623 666

NGK(蘇州)電瓷有限公

司

本社工場

(中華人民共和

 国江蘇省蘇州

 市)

電力関連

事業

変電用がいし

製造設備

ブッシング製

造設備

1,5361,610 203
－

(－)
3,350 405

<省略>
　
　

　 　 　 　 　
　
　

　 　

　　

３【設備の新設、除却等の計画】

(訂正前)

　　（省略）　

重要な設備の新設

会社名
事業所名

所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手予定及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

当社

知多事業所他 

愛知県半田市

他 

電力関連

事業 

ブッシング製

造設備の増設 
1,178 － 自己資金 平成20年12月 平成22年４月 （注）１

<省略>　
　

　
　 　 　 　 　 　

　

　
　

（注）１. 生産工程の一部新設のため、増加能力を算定することが困難であります。従って、具体的な完成後の増加能力を

記載しておりません。

　　　２～３　（省略）　    　

　

(訂正後)

　　（省略）　

重要な設備の新設

会社名
事業所名

所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手予定及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

当社

知多事業所他 

愛知県半田市

他 

電力関連

事業 

ブッシング製

造設備の増設 
1,178 39自己資金 平成20年12月 平成22年４月 （注）１

＜省略＞
　

　
　 　 　 　 　 　

　

　
　

（注）１. 生産工程の一部新設のため、増加能力を算定することが困難であります。従って、具体的な完成後の増加能力を

記載しておりません。

　　　２～３　（省略）　 
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第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（1）【コーポレート・ガバナンスの状況】　

(訂正前)

　(5)取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

　　　　　（省略）　

　(7)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項

　　　　　（省略）　

　

(訂正後)

　(5)取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。　

　　　　　（省略）　

　(7)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項

　　　　　（省略）　　　

　(中間配当)

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年

９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。　　　

　

第７【提出会社の参考情報】

２【その他の参考情報】

(訂正前)　

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1） 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第142期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月27日関東財務局長に提出

(2)  自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年７月31日）平成20年8月12日関東財務局長に提出

(3)  四半期報告書及び確認書

(第143期第１四半期)（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月13日関東財務局長に提出

(4)  自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年８月31日）平成20年９月４日関東財務局長に提出

(5)  発行登録書（普通社債）及びその添付書類

平成20年９月８日関東財務局長に提出

(6)　自己株券買付状況報告書 

報告期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年９月30日）平成20年10月10日関東財務局長に提出

(7)  自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年10月31日）平成20年11月11日関東財務局長に提出

(8)  四半期報告書及び確認書

(第143期第２四半期)（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月13日関東財務局長に提出

(9)  訂正発行登録書

平成20年11月13日関東財務局長に提出

(10) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年11月１日　至　平成20年11月30日）平成20年12月10日関東財務局長に提出

(11) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年12月１日　至　平成20年12月31日）平成21年１月９日関東財務局長に提出

(12) 四半期報告書及び確認書

(第143期第３四半期)（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成21年２月13日関東財務局長に提出

(13) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書（上記 (8) の訂正報告書及びその確認書）

平成21年２月13日関東財務局長に提出。 

（第143期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書及び

その確認書であります。

(14) 訂正発行登録書
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平成21年２月13日関東財務局長に提出

　　

(訂正後)　

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1） 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第142期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月27日関東財務局長に提出

(2)  訂正発行登録書

平成20年６月27日関東財務局長に提出

(3)  訂正発行登録書

平成20年７月22日関東財務局長に提出　

(4)  自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年７月31日）平成20年8月12日関東財務局長に提出

(5)  四半期報告書及び確認書

(第143期第１四半期)（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月13日関東財務局長に提出

(6)  訂正発行登録書

平成20年８月13日関東財務局長に提出　

(7)  自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年８月31日）平成20年９月４日関東財務局長に提出

(8)  発行登録書（普通社債）及びその添付書類

平成20年９月８日関東財務局長に提出

(9)　自己株券買付状況報告書 

報告期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年９月30日）平成20年10月10日関東財務局長に提出

(10) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年10月31日）平成20年11月11日関東財務局長に提出

(11) 四半期報告書及び確認書

(第143期第２四半期)（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月13日関東財務局長に提出

(12) 訂正発行登録書

平成20年11月13日関東財務局長に提出

(13) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年11月１日　至　平成20年11月30日）平成20年12月10日関東財務局長に提出

(14) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年12月１日　至　平成20年12月31日）平成21年１月９日関東財務局長に提出

(15) 四半期報告書及び確認書

(第143期第３四半期)（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成21年２月13日関東財務局長に提出

(16) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書（上記 (11) の訂正報告書及びその確認書）

平成21年２月13日関東財務局長に提出。 

（第143期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書及び

その確認書であります。

(17) 訂正発行登録書

平成21年２月13日関東財務局長に提出
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